
  

加古川市集会所整備事業補助金交付要綱 

令和６年３月 27 日 

市民協働部長決定 

 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、加古川市補助金等交付規則（昭和 61 年規則第 30 号）に定

めるもののほか、地域住民の福祉の向上に寄与するため、町内会等又は

隣接町内会が集会所の新築、増改築その他の整備事業（以下「事業」と

いう。）を行う場合に要する経費の一部を補助することについて、必要な

事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (１) 町内会等  一定の地域において自主的に個人又は世帯を構成主体とし

て組織された団体で、共通目標を有し、加古川市町内会連合

会に属する町内会長・自治会長が率いるものをいう。 

 (２) 隣接町内会 隣接する２以上の町内会等をいう。 

 (３) 集会所 会議及び集会に必要な設備を備え、町内会等若しくは隣接町

内会又は町内会等若しくは隣接町内会の会員で構成する管

理組合等（以下「管理組合等」という。）によって設置運営

及び利用される施設をいう。 

 (４) 新築 新たに集会所を建設すること、又は既存の集会所の全部を除

去し、新たに集会所を建設することをいう。 

 (５) 増改築 既存の集会所の延床面積を増加させること、又は既存の集会

所の一部を除去し、引続きこれと規模構造の著しく異ならな

いものを建設することをいう。 

 (６) 改造 既存の集会所の耐用年限を延長させるため又は機能を向上

させるため延床面積を変更しないで当該集会所の内部を改

装すること、又は当該集会所を補修することをいう。 

 (７) ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにする

ための設備改善のことをいう。 

 (８) 施設買収 既存の建築物を集会所として購入すること、又は既存の建築

物を購入して集会所に改修することをいう。 

 (９) 用地買収 集会所の利用に供するため用地を購入することをいう。 



  

 (10) 造成 集会所の利用に供するため、切土、盛土等により用地を整地

することをいう。 

 

 （補助対象） 

第３条 補助金交付の対象となる団体は、町内会等又は隣接町内会とする。ただ

し、町内会等又は隣接町内会が暴力団等(暴力団（加古川市における暴力団の排

除の推進に関する条例（平成 24 年条例第 1 号）第２条第１号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。)及び暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。）

並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。）の統制

の下に活動していると認められる場合であって、補助金等を交付することによ

り暴力団を利すると認められる場合はこの限りでない。 

２ 補助金交付の対象となる集会所は、町内会等又は隣接町内会によって設置運

営及び利用される施設とする。ただし、管理組合等によって設置運営された集

会所については、町内会等又は隣接町内会がその活動に利用し、事業費を負担

する場合に限り、補助対象とする。 

３ 補助金交付の対象となる事業は次に掲げるもののうち、申請のあった年度内

に開始し、かつ、当該年度内に完了するものとする。ただし、第４号を除き、

事業のうち補助対象となる経費（以下「事業費」という。第６号及び第７号に

ついては合算。）が１件 100 万円未満のもの及び集会所に併設された施設に係る

ものは補助の対象としない。 

 (１) 新築に係る事業 

 (２) 増改築に係る事業 

 (３) 改造に係る事業 

 (４) 施設のバリアフリー化に係る事業 

 (５) 施設買収に係る事業 

 (６) 前各号に掲げる事業に伴う用地買収もしくは、既存の集会所が存する用

地を買収する事業費（ただし、建築面積の３倍に相当する面積を限度とす

る。） 

 (７) 前号に掲げる事業に伴う造成に係る事業 

４ 前項に規定する事業に係る補助の基準は、別表に掲げるとおりとする。ただ

し、マンションに設置された集会所に係る事業費は、専ら集会所の用に供する

部分のみとし、その他の共用部分に係る経費は補助の対象としない。 

５ 前項ただし書の場合における事業費が明確に区分できないときは、床面積等

により按分して算出した額とする。この場合において、その事業の対象とする

床面積等の按分率に小数第３位以下の端数があるときは、その端数は切り捨て

る。 



  

 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は事業費の 30％とし、補助限度額は、次の各号に定めるとお

りとする。ただし、事業費に財産区等他の補助金を充当する場合は、事業費から

充当する額を除く。 

 (１) 前条第３項第１号及び第５号に係る事業  各々630 万円 

 (２) 前条第３項第２号から第４号に係る事業  各々270 万円 

 (３) 前条第３項第６号及び第７号に係る事業  合わせて 450 万円 

２  隣接町内会が共同して事業を行う場合の補助金の額は、前項の規定により算

出した補助金の額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算

する。 

 (１) 隣接町内会が２町内会等  前項により算出した額の 20 パーセント 

 (２) 隣接町内会が３町内会等  前項により算出した額の 30 パーセント 

 (３) 隣接町内会が４町内会等  前項により算出した額の 40 パーセント 

 (４) 隣接町内会が５町内会等以上  前項により算出した額の 50 パーセント 

３  補助を受けようとする町内会等１つにつき、集会所１箇所に限り交付するこ

とができる。ただし、世帯数が 500 を超える町内会等が、既存の集会所以外に

新たに事業を行う場合は、前２項により算出した補助金の額の 50 パーセントを

限度として交付することができる。 

４  第１項から第３項の規定により算出した補助金の額に 10,000 円未満の端数

があるときは、その端数は切り捨てる。 

 

 （補助金の併給） 

第５条  市長は、町内会等又は隣接町内会が第３条第３項第１号及び第５号から

第７号までに掲げる事業のうち２以上の事業（同項第１号及び第５号の事業を

併せて行う場合を除く。）を併せて行うときは、それぞれの事業に係る補助金

を併給することができる。 

２ 前項の事業期間は、最初の事業補助金交付決定日から 5 年以内とする。 

 

 （補助金の交付の申請） 

第６条  補助金の交付を受けようとする町内会等又は隣接町内会の代表者（以下

「申請者」という。）は、集会所整備事業補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業計画書（様式第２号） 

 (２) 事業の見積明細書の写し 

 (３) 事業に係る設計書（平面図、立面図）及び付近見取図 



  

 (４) 新築及び増改築にあっては、集会所用地の所有を証明する書類及び当該

事業に対して所有者の同意を証明する書類（当該用地が町内会等名義の場

合は同意を証明する書類は不要とする。） 

 (５) 事業を行うことについて、総会等で決定したことを証する、議長及び議

事録署名人２人以上の署名のある議事録の写し 

 (６) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条第１項の規定による建築主

事の確認を受けなければならない事業については、確認済証の写し 

 (７) 管理組合等が所有する集会所の場合にあっては、以下の書類 

   ア 管理組合等が町内会等又は隣接町内会の会員で構成されていることを

証する書類 

   イ 管理組合等が総会等で事業を承認したことを証する書類 

   ウ 町内会等活動のために利用することが認められており、その利用実績

が確認できる書類 

   エ 町内会等又は隣接町内会が事業費を負担することを証する書類 

 (８) その他市長が必要と認める書類 

２  隣接町内会が事業を行う場合は、前項第５号の規定にかかわらず、事業を行

うことについて決定したことを証する、隣接町内会の各々の代表者の署名のあ

る書類の提出を要するものとする。この場合において、申請者を選任した旨の

隣接町内会の代表者全員の署名のある選任書を添付しなければならない。 

 

 （補助金の交付の決定） 

第７条  市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定したときは、集会所整備事業補助金交付(変更)決定

書（様式第３号）又は集会所整備事業補助金不交付決定書（様式第４号）によ

り、その旨を申請者に通知するものとする。 

２  市長は、前項の補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。 

  

 （事業の実施） 

第８条  補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

金の交付決定後に工事に着工するものとする。ただし、市長が認めるものにつ

いては、この限りでない。 

２ 前項の規定は、第３条第３項第５号及び第６号に係る事業については、「工事   

 に着工」とあるのを「購入の契約を」に読み替えるものとする。 

 

 （事業の内容の変更等） 

第９条  補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の内容を変更しようと



  

するときは、遅滞なく集会所整備事業変更申請書（様式第５号）に第６条第１

項のうち第１号から第３号及び第８号の変更後の書類を添付して市長に提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものに

ついては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、第７条の規定を準用す 

る。 

 

 （事業の完了報告） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後すみやかに

集会所整備事業完了届（様式第６号。以下「完了届」という。）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業収支精算書（様式第７号） 

 (２) 事業に係る領収書の写し 

 （３） 事業の契約書の写し 

 (４) 完成写真（新築及び施設買収にあっては、全景及び各部屋、増改築及び

改造等にあっては事業施工部分の新旧の状態の判るもの、用地買収にあっ

ては全景） 

 (５) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条第１項の規定による建築主

事の確認を受けた事業については、完了検査済証の写し 

 (６) 用地買収後の所有権移転を証する登記簿謄本 

 (７) その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の確定） 

第 11 条 市長は前条の規定による完了届の提出があったときは、当該届の審査 

及び現地調査により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を集会所整備事業

補助金確定通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、確定した補助金の額が、第７条の規定により交付

の決定をした補助金の額（第９条の規定により補助金等の額の変更を承認した

場合にあっては、当該変更後の額）と同額であるときは、同項の規定による通

知を省略することができる。 

 

 （補助金の請求） 

第 12 条  補助事業者は、前条により補助金の額を確定した後において、補助金の

交付を受けようとするときは集会所整備事業補助金請求書（様式第９号）を市

長に提出しなければならない。 

 



  

 （補助金の交付） 

第 13 条  市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、補助事業者に補助金

を交付するものとする。 

 

 （補助金の交付の決定の取消し及び返還） 

第 14 条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定を取消し、もしくは交付の決定の内容を変更し、又は既に

補助金を交付している場合は、期限を定めて当該補助金の全部もしくは一部の

返還を命ずることができる。 

 (１) 虚偽又は不正の方法により補助金の交付を受けたとき 

 (２) 補助金をその目的以外に使用したとき 

 (３) 補助金の交付の決定後、当該補助金交付の対象となっている事業の内容

を変更し、又は第７条第２項に定める条件もしくはこの要綱に違反したと

き 

 

 （使用継続の義務） 

第 15 条  補助事業者は、補助金の交付の日から起算して 10 年間事業に係る集会

所の使用を廃し、又はその目的を変更してはならない。ただし、市長がやむを

得ないと認めたものについては、この限りでない。 

 

 （適用除外） 

第 16 条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

この要綱の規定は適用しない。ただし、自然災害により市長がやむを得ない事

情があると認めるときは、この限りでない。 

 (１) 加古川市集会所整備事業補助金交付要綱その他これに類する趣旨で制定

された要綱に基づき、補助金の交付を受けた日から起算して５年以内に新

たに事業を行う場合 

 (２) 加古川市集会所整備事業補助金交付要綱その他これに類する趣旨で制定

された要綱に基づき、隣接町内会で事業を実施し、補助金の交付を受けた

日から起算して 10 年以内に当該隣接町内会のうちの一部が単独又は共同

して新たに事業を行う場合  

 (３) 加古川市地区公民館等管理事業実施要綱第 2 条第 1 項にある集会施設ま

たは加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例（平成 26 年条

例第 23 号）による廃止前の加古川市立隣保館条例第 2 条にある隣保館を公

費により改修し、無償譲渡もしくは無償貸付を受けている町内会等又は隣

接町内会について、公費による改修が完了した日から起算して５年以内に



  

新たに事業を行う場合 

 

 （補則） 

第 17 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  （失効） 

２ この要綱は、令和７年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に行われた第６条に規定する申請については、同日後もなおその効力を有す 

る。  

 



  

別 表   （第３条関係） 

 

 

 

 

補 助 対 象          

 

補 助 対 象 外         

本 体 工 事       

仮設工事、土工・基礎工事、躯体

工事、外部仕上げ工事、内部仕上

げ工事等 

 

 

 

 

設 備 工 事       

 

電気工事、ガス工事、給排水工事、

衛生工事、空調工事、 

防火消火工事等 

備品又は消耗品類に相当するも

の（室内外放送設備、電話、テ

レビ、ストーブ、扇風機、机、

椅子、敷物、カーテン等） 

 

 

外 構 工 事 

 

 門、柵、塀、植樹及び造園工事

等 

 

バリアフリー化工事 

施設内及び進入経路の段差の解

消工事、廊下等の手すりの設置工

事、施設内の通路及び出入り口の

幅の拡張、便器の洋式化、その他

市長が必要と認めた工事 

 

 

 

そ の 他 工 事       

 

造成工事 車庫、自転車置場、倉庫等本体

以外の建物又は構築物 

 

 

そ の 他 の 費 用       

 

設計監督料、確認申請料 仲介料、補償費、公租公課費、

登記関係費、地鎮祭経費、地盤

調査・診断費用等 

 

 


